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ＧＭ社 連邦破産法適用申請による当社グループへの影響についてのお知らせ 
 

 

 

当社の取引先であるGeneral Motors Corporation（以下ＧＭ社）が米国連邦破産法の適用を申請いたしまし

たが、当社および当社グループへの影響は軽微でありますのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１．ＧＭ社の破産法適用申請および同社に対する当社グループの債権について 

2009年６月１日（日本時間）に、米国ＧＭ社が日本の民事再生法にあたる連邦破産法第11章の

適用を申請いたしました。 

当社は、米国子会社であるHirata Corporation of Americaを経由してＧＭ社に自動車エンジ

ン組立ライン、トランスミッション組立ラインを販売しておりますが、その代金の大半はすで

に回収済みであり、現時点での債権残高は約１億円であります。 

 

２．債権の処理および今期以降の業績への影響について 

当該債権については2009年３月期の決算で既に会計上の手当て（貸倒引当金の繰入）を行って

おりますので、仮に債権全額が回収不能となった場合でも、今期以降の当社グループの業績に

ついてマイナスとなる影響はありません。 

 

３．残債権回収の見通しについて 

現時点では、確定的な情報を入手しておりません。今後の推移を注視し、弁護士とも協力の上、

回収に注力いたします。 

 

以上 


